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１ 在 宅
ざいたく

の 調 査
ちょうさ

いついては、いまだ 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

の中
なか

で 目 的
もくてき

および中身
なかみ

につい

て意思
い し

一致
いっち

が得
え

られていないままにワーキングチーム
わ ー き ん ぐ ち ー む

の 作 業
さぎょう

が 進
すす

んでいることが

問 題
もんだい

である 

 在 宅
ざいたく

調 査
ちょうさ

についてはそもそも 今
いま

までの自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

対 象 外
たいしょうがい

の 方
かた

のニーズ
に ー ず

把握
はあく

については、こうした任意
にんい

抽 出
ちゅうしゅつ

調 査
ちょうさ

では不可能
ふかのう

と 考
かんが

えるので 中 止
ちゅうし

し、むしろ

対 象 外
たいしょうがい

の 障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

、 人 数
にんずう

の 少
すく

ない 難 病
なんびょう

団 体
だんたい

。さらにホームレス
ほ ー む れ す

や

獄 中 者
ごくちゅうしゃ

等
とう

からの意見
いけん

聴 取
ちょうしゅ

を行
おこな

うことでかえるべきである。財 源
ざいげん

の 限
かぎ

られた中
なか

で

無意味
む い み

な 調 査
ちょうさ

に 財 源
ざいげん

を費
つい

やすべきではない  

 なお 改 革
かいかく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

への意見
いけん

聴 取
ちょうしゅ

がサイト
さ い と

からなされており、また 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

のサイト
さ い と

でも 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

行 政
ぎょうせい

への意見
いけん

聴 取
ちょうしゅ

が 行
おこな

われているが、これも

調 査
ちょうさ

であるが、このメール
め ー る

での意見
いけん

についての 分 析
ぶんせき

および報 告
ほうこく

が 一 切
いっさい

なされてい

ないので、これについてまず行
おこな

うべきと考
かんが

える 

 なおワーキングチーム
わ ー き ん ぐ ち ー む

の議事録
ぎじろく

要旨
ようし

では在 宅
ざいたく

の 調 査
ちょうさ

が行
おこな

われた場合
ばあい

、試行
しこう

調 査
ちょうさ

は 郵 送
ゆうそう

で行
おこな

うが、 本 調 査
ほんちょうさ

では再 検 討
さいけんとう

となっており、私
わたし

ども全 国
ぜんこく

「精 神 病
せいしんびょう

」

者
しゃ

集 団
しゅうだん

の 恐
おそ

れる 訪 問
ほうもん

調 査
ちょうさ

が行
おこな

われることもありうるとされていることは遺憾
いかん

で

あり、私
わたし

ども抗議
こうぎ

の趣旨
しゅし

を理解
りかい

していない議論
ぎろん

と考
かんが

える 

 

２ 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

および 精 神
せいしん

病 院
びょういん

への調 査
ちょうさ

について 

 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

、 拷 問
ごうもん

等
とう

禁止
きんし

条 約
じょうやく

、自 由 権
じゆうけん

規約
きやく

および 社 会 権
しゃかいけん

規約
きやく

の

視点
してん

、そして憲 法
けんぽう

の視点
してん

から、拷 問
ごうもん

等
とう

虐 待
ぎゃくたい

の禁止
きんし

および人 身
じんしん

の自由
じゆう

剥 奪
はくだつ

とい

う 人 権
じんけん

侵 害
しんがい

に関
かん

して調 査
ちょうさ

すべきである、 

 通 信
つうしん

面 会 権
めんかいけん

の確保
かくほ

、監視
かんし

カメラ集音
かめらしゅうおと

マイク
ま い く

、その他
た

プライバシ
ぷ ら い ば し

ーの 侵 害
しんがい

、

身 体
しんたい

拘 束
こうそく

や隔離
かくり

の 実 態
じったい

、とりわけ精 神
せいしん

病 院
びょういん

以外
いがい

での行 動
こうどう

制 限
せいげん

の実 態
じったい

など

の 調 査
ちょうさ

が必 要
ひつよう

である。 

 精 神
せいしん

病 院
びょういん

については 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

の 調 査
ちょうさ

が 身 体
しんたい

拘 束
こうそく

および隔 離 者 数
かくりしゃかず

と
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しては明
あき

らかになっているが、その期間
きかん

や情 況
じょうきょう

については不明
ふめい

である。 

 精 神
せいしん

病 院
びょういん

以外
いがい

で、 監 禁
かんきん

や 身 体
しんたい

拘 束
こうそく

が 行
おこな

われているとすれば、 刑 法 上
けいほうじょう

の

犯 罪
はんざい

である 

 こうした 人 権
じんけん

侵 害
しんがい

自体
じたい

が地域
ちいき

と施設
しせつ

および 精 神
せいしん

病 院
びょういん

を 断 絶
だんぜつ

させ、 患 者
かんじゃ

や

入 所 者
にゅうしょしゃ

の力
ちから

をそぎ、地域
ちいき

移行
いこう

を妨
さまた

げていることが明
あき

らかになると期待
きたい

する 

 

 なお入 院 者
にゅういんしゃ

入 所 者
にゅうしょしゃ

についての地域
ちいき

移行
いこう

についてのニーズ
に ー ず

調 査
ちょうさ

が行
おこな

われるとす

るならば、聞
き

き取
と

りだけで済
す

ませることは隔離
かくり

収 容
しゅうよう

の国家
こっか

犯 罪
はんざい

に加担
かたん

する行為
こうい

であ

り、無礼
ぶれい

および人 権
じんけん

侵 害
しんがい

を重
かさ

ねる行為
こうい

といわざるを得
え

ない。 

まず 謝 罪
しゃざい

と、ニーズ
に ー ず

調 査
ちょうさ

聞
き

き取
と

りをした 方
かた

については、地域
ちいき

移行
いこう

と地域
ちいき

での

生 活
せいかつ

保 障
ほしょう

についてまで 保 障
ほしょう

することを前 提
ぜんてい

とすべきである 

 

以下
い か

資 料
しりょう

として私
わたし

の 体 験
たいけん

を添
そ

える 

精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

にとって 訪 問
ほうもん

ということが以下
い か

に 病 状
びょうじょう

悪化
あっか

をもたらすかの 資 料
しりょう

として 

とある自治体
じちたい

に住
す
んでいたときに 精 神

せいしん

保健
ほけん

福
ふく

私 法 上
しほうじょう

のホームヘルパ
ほ ー む へ る ぱ

ーを 使
つか

って

いたがそれに 関 連
かんれん

してモニタリング
も に た り ん ぐ

として保健師
ほけんし

の 訪 問
ほうもん

があった。そのうち二回
にかい

は

アポ
あ ぽ

なし 訪 問
ほうもん

であった。、これにより（ 法 的
ほうてき

に因果
いんが

関 係
かんけい

立 証
りっしょう

までは不可能
ふかのう

である

が）私
わたし

は当時
とうじ

の主治医
しゅじい

により幻 覚
げんかく

妄 想
もうそう

状 態
じょうたい

というほど悪化
あっか

し、幻視
げんし

幻 聴
げんちょう

がある

といわれた。 

なおこの二回
にかい

のアポ
あ ぽ

なし 訪 問
ほうもん

については 私
わたし

の 妄 想
もうそう

ではなく、福祉
ふくし

オンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

の

調 査
ちょうさ

によりその自治体
じちたい

自身
じしん

が認
みと

めている。 

なお別
べつ

の自治体
じちたい

でもアポ
あ ぽ

なしで 106 項 目
こうもく

調 査
ちょうさ

をされた精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が区
く

役 所
やくしょ

で抗議
こうぎ

の自殺
じさつ

をしている 

 


